
 

 

 

 

南魚沼市男女共同参画推進プラン 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画は、「女
ひ と

と男
ひ と

 みんなでつくろう！ ずうっと住

みたい南魚沼市」を目指し、あらゆる分野で男女共同参画

の取り組みを推進することを目的としています。 

 保存版 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性も男性もすべての個人が、互いにそ

の人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い

つつ、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮できる社会です。 

平成１９年３月に策定した「南魚沼市男女共同参画基本計画」に基づいて、男女共同参画の

実現のために様々な施策を進めてきました。 

しかし、依然として、社会慣習に根差した固定的な性別役割分担意識が残っていることや、

政策や方針決定の場への女性の参画、子育てや介護への男性の参画など、十分に進んでいない

状況です。 

こうした中、現計画が平成２３年度で終了することから、前基本計画の理念や施策の基本的

な考え方を継承しつつ、これまでの取り組みの成果と課題や、社会情勢の変化などを踏まえ、

国の「第３次男女共同参画基本計画」を勘案し、本計画を策定しました。 

 

① 前基本計画を継承し、さらに発展させる計画です。 

② 「男女共同参画社会基本法」の基本理念に基づき、関連する各種計画との整合性を図る

と共に、男女共同参画社会の実現に向けて、本市が取り組むべき施策を総合的に推進す

るための基本となるものです。 

③ 市民組織の「南魚沼市男女共同参画推進市民会議」と行政組織の「南魚沼市男女共同参

画庁内推進会議」との協働により策定したものです。 

④ 男女共同参画社会の実現に向けて、市が取組むべき指針としてその目標と具体

的な施策を明らかにするとともに、行政はもとより、市民、各種団体、事業者、

教育関係者が自ら考え行動するための指針となるものです。 

平成２４年度から 

平成２８年度までの５年間です。 

 



 

 

 

 

 

  

 

男女共同参画

社会に向けた

意識づくり 

 

仕事と生活の調
和(ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗ ﾝｽ)
のとれたま ちづ
くり 

 

男女の人権が尊
重されるまちづ
くり 

男女が共に参
画する活力あ
るまちづくり 

【重点目標】 

⑧性的嫌がらせや配偶者等からの暴力

の根絶 

⑨出産にかかわる保健・検診等の社会

環境の整備 

⑩生涯を通じた健康づくりへの支援 

 

【重点目標】 

⑪女性も参画する地域社会の形成 

⑫高齢者・障がい者等への自立支援 

⑬男女が共に経営に参画できる自営業

や農林水産業などの労働環境の整備 

⑭市民と行政の協働による男女共同参

画の推進 

⑮防災における男女共同参画の推進 

 

 

【重点目標】 

④男女が共同して介護にかかわる意識

の醸成 

⑤希望と安心の持てる子育て支援制度

の充実 

⑥男女の性別にこだわらない労働環境

の整備 

⑦男女が共に働き続けることができる

職場環境の整備 

【重点目標】 

①家庭および地域社会における男女平

等意識改革の推進 

②学校等における男女平等教育の推進 

③男女共同参画社会をめざす生涯学習

の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

① 推進体制の組織・機構の整備充実 

施策を効果的に、実効性あるものとするためには、一人でも多くの市民に本計画を理解していた

だき、実践していくことが重要です。 

そのため計画の推進にあたっては、南魚沼市の男女共同参画推進体制の特徴として、市民組織「南

魚沼市男女共同参画推進市民会議」と行政組織「南魚沼市男女共同参画庁内推進会議」が車の両輪

のごとく相互に連携し、かつそれぞれの役割を担い、市民と行政が協働して基本計画を推進してい

きます。 

 

② 市民および行政職員等全般にわたる研修、啓発事業の推進 

 研修、啓発活動については、行政職員も含めた市民全体に向けての対応の取り組みが必要であり、

特に行政職員は男女共同参画社会の必要性を十分認識した上で、各種施策に取り組むことが大切で

す。 

また、市民一人ひとりがあらゆる場において男女共同参画の視点を反映させた取り組みができる

よう、啓発事業を展開します。 

  

 

基 本 計 画 の 推 進 体 制 

 

 

 

 

 

 

 

「女
ひと

と男
ひと

 みんなでつくろう！  
ずうっと住みたい南魚沼市」 を目指して 

南魚沼市男女共同参画推進協議会 

行政推進体制 市民推進体制 

南魚沼市男女共同参画 

庁 内 推 進 会 議 

 

南魚沼市男女共同参画 

推 進 市 民 会 議 

 

  

◇施策に関する総合的な企画

および推進に関すること。 

◇施策の推進に関する関係部

局の連絡調整に関すること 

◇男女共同参画計画の策定お

よび改定に関すること 

◇市民会議との連携 

◇行政職員の啓発意識を高め

る 

◇その他必要な事業 

◇個人・団体・グループ

の交流会、合同研修会、

研究大会の開催 

◇情報、資料の収集と市

民全体への提供 

◇庁内推進会議との連携 

◇その他目的達成に必要

な事業 

連
携
・
協
力 

会  員 

第２次南魚沼市男女共同参画基本計画（概要版） 
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